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水
痘
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種

　

10
月
１
日
か
ら
水
痘
ワ
ク
チ
ン

が
定
期
予
防
接
種
に
な
り
ま
す
。

◆
対
象
者

　

１
～
２
歳
の
方
＝
２
回
接
種

◆
経
過
措
置
対
象
者

　

３
～
４
歳
の
方
＝
１
回
接
種

（
平
成
26
年
10
月
１
日
～
平
成
27

年
３
月
31
日
ま
で
の
特
例
）

※
既
に
水
痘
に
か
か
っ
た
方
は
、

対
象
外
で
す
。

※
任
意
接
種
と
し
て
既
に
水
痘
ワ

ク
チ
ン
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る

方
は
、
接
種
し
た
回
数
分
を
受

け
た
も
の
と
み
な
し
ま
す
（
経

過
措
置
対
象
者
も
含
む
）。

◆
接
種
費
用

　

無
料

※
接
種
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
母

子
健
康
手
帳
を
持
っ
て
健
康
管

理
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。
平

成
25
年
10
月
2
日
生
ま
れ
以
降

の
方
は
、
予
診
票
を
送
付
し
ま

す
。

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

　

冬
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流
行

す
る
時
期
で
す
。
予
防
方
法
の
一

つ
に
予
防
接
種
が
あ
り
ま
す
。
抵

抗
力
が
つ
く
ま
で
に
２
週
間
ほ
ど

か
か
る
た
め
、
流
行
前
の
12
月
中

旬
ま
で
に
接
種
す
る
こ
と
が
望
ま

し
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
高
齢
者
を
対
象
に
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
を
行
い

ま
す
。

◆
対
象
者

　

予
防
接
種
当
日
に
満
65
歳
以
上

の
方
（
９
月
末
に
予
診
票
を
送
付

し
て
い
ま
す
）

※
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
心

臓
、
じ
ん
臓
、
ま
た
は
呼
吸
器

の
機
能
お
よ
び
ヒ
ト
免
疫
不
全

ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免
疫
機
能
に

障
害
を
有
す
る
方
も
対
象
に
な

り
ま
す
の
で
、
接
種
前
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
助
成
金
額

　

２
５
０
０
円
（
助
成
額
を
超
え

た
額
は
自
己
負
担
）

◆
実
施
期
間

　

平
成
26
年
10
月
～
12
月

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種

　

近
年
、
肺
炎
に
よ
る
死
亡
率
が

増
加
し
て
い
ま
す
。
予
防
接
種
を

受
け
る
こ
と
で
、
肺
炎
の
発
症
リ

ス
ク
を
軽
減
で
き
ま
す
。

　

10
月
１
日
か
ら
高
齢
者
肺
炎
球

菌
ワ
ク
チ
ン
が
定
期
予
防
接
種
に

な
り
、
本
年
度
の
接
種
対
象
者
は
、

平
成
26
年
度
末
に
65
・
70
・
75
・

80
・
85
・
90
・
95
歳
に
な
る
方
お

よ
び
１
０
０
歳
以
上
の
方
で
す
。

　

ま
た
、
定
期
予
防
接
種
の
対
象

年
齢
に
該
当
し
な
い
65
歳
以
上
の

方
に
対
し
て
は
、
市
独
自
に
任
意

予
防
接
種
と
し
て
費
用
の
助
成
を

行
い
ま
す
（
定
期
予
防
接
種
の
方

お
よ
び
76
歳
未
満
の
方
に
対
し
て

は
、
９
月
末
に
予
診
票
を
送
付
し

て
い
ま
す
）。

※
76
歳
以
上
の
方
へ

昨
年
送
付
し
た
予
診
票（
白
色
）

は
、
様
式
変
更
の
た
め
使
用
で

き
ま
せ
ん
。
接
種
を
希
望
す
る

場
合
は
予
診
票
を
送
付
し
ま
す

の
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
対
象
者

　

平
成
26
年
度
に
65
歳
以
上
に
な

り
、
定
期
予
防
接
種
は
左
記
①
、

任
意
予
防
接
種
は
左
記
①
②
に
該

当
す
る
方

①
今
ま
で
接
種
を
受
け
た
こ
と
が

無
い
方

②
前
回
の
接
種
か
ら
５
年
以
上
経

過
し
て
い
る
方

※
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
心

臓
、
じ
ん
臓
、
ま
た
は
呼
吸
器

の
機
能
お
よ
び
ヒ
ト
免
疫
不
全

ウ
イ
ル
ス
に
よ
り
免
疫
の
機
能

に
障
害
を
有
す
る
方
は
定
期
予

防
接
種
の
対
象
に
な
り
ま
す
の

で
、
接
種
前
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◆
助
成
額

　

３
０
０
０
円
（
助
成
額
を
超
え

た
額
は
自
己
負
担
）

お
問
い
合
わ
せ
は
、

健
康
管
理
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
４
、5
⒇
１
６
０
０
へ
。

税
を
天
引
き
し
、
従
業
員
等
に
代

わ
っ
て
市
町
村
に
納
入
し
て
い
た

だ
く
制
度
で
す
。
原
則
と
し
て
、

ア
ル
バ
イ
ト
・
パ
ー
ト
・
役
員
等

を
含
む
全
て
の
従
業
員
か
ら
特
別

徴
収
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

２
．
特
別
徴
収
の
流
れ

　

毎
年
５
月
に
事
業
者
（
給
与
支

払
者
）
に
市
か
ら
「
特
別
徴
収
税

額
決
定
通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す

の
で
、
そ
の
税
額
を
毎
月
の
給
与

か
ら
天
引
き
し
、
翌
月
10
日
ま
で

に
納
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
義
務
が
あ

る
事
業
者
（
給
与
等
の
支
払
者
）

は
、
個
人
住
民
税
を
給
与
か
ら
天

引
き
し
、
市
町
村
に
納
入
す
る
特

別
徴
収
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

千
葉
県
内
の
全
て
の
市
町
村
が

一
斉
に
行
う
た
め
、
特
別
徴
収
し

て
い
な
い
事
業
者
は
平
成
28
年
度

ま
で
に
準
備
を
お
願
い
し
ま
す
。

１
．
特
別
徴
収
と
は

　

所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
じ
よ

う
に
、
事
業
者
（
給
与
支
払
者
）

が
従
業
員
等
（
納
税
義
務
者
）
に

毎
月
支
払
う
給
与
か
ら
個
人
住
民

事
業
者
の
皆
さ
ま
へ

平
成
28
年
度
か
ら

個
人
住
民
税
の
特
別

徴
収
を
徹
底
し
ま
す

各
種
予
防
接
種
の
ご
案
内

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
民
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
７
、5
⒇
１
６
０
９
へ
。

給
与
所
得
者

（
納
税
義
務
者
）

給
与
支
払
者

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

市　
町　
村

①給与支払報告書の提出
　（１月31日まで）

②特別徴収税額の通知
　（５月31日まで）

⑤徴収した税額を納入
　（翌月10日まで）

③特別徴収額の通知

④給与支払いの際、
　税額を徴収
　（６月〜翌年５月まで
　 の給与から天引き）


